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工 業 統 計 調 査 に つ い て

１ 調査の目的

我が国における工業（製造業）の実態を明らかにすることを目的とする。

２ 調査の根拠

統計法（昭和２２年法律第１８号）に基づく指定統計調査（第１０号）で、工業統計調査規則

（昭和２６年通商産業省令第８１号）によって実施した。

３ 調査の対象

日本標準産業分類（平成１９年総務省告示第６１８号）に掲げる「大分類E－製造業」に属する

事業所のうち、国に属する事業所を除いたものである。西暦末尾が０、３、５、８年以外の年は

「裾切り調査」として簡素化され、従業者３人以下の事業所は調査対象外となっている。平成２０年

（２００８年）は全数調査として実施した。

４ 調査の内容

事業所の名称・所在地、資本金額、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、

在庫額、有形固定資産の状況、工業用地・工業用水の状況等

５ 調査の期日及び期間

平成２０年１２月３１日現在で調査し、「製造品出荷額等」など活動実績を表す調査項目は平成２

０年１月１日から１２月３１日までの１年間の実績である。

６ 調査の方法

（１）調査員調査として、調査票の配布と収集は、知事の任命した工業統計調査員が市町村長の指揮監

督のもとに行い、事業 所の管理責任者による自計申告とした。

（２）本社一括調査として、調査票の配布と収集は、経済産業大臣が直接実施した。

７ 主な利用事例

製造業の経営基盤の強化、産業集積の活性化や中小企業施策の基礎資料として、また、国民経済計

算などマクロ経済分析などに利用されている。



- 2 -

利 用 上 の 注 意

１ 主な用語の説明

（１）事業所数

一般に工場、製作所あるいは加工所などと呼ばれているような一区画を占めて、主として製造ま

たは加工を行っているもの（事業所）（*1）の平成２０年１２月３１日現在の数である。

（*1）日本標準産業分類（平成１９年総務省告示第６１８号）に掲げる「大分類E－製造業」に属す

る事業所を調査対象としている。「製造小売業」は「大分類I-卸売・小売業」に属するため、調

査の対象としていない。

（２）従業者数

平成２０年１２月３１日現在の常用労働者数(*2)、個人事業主及び無給家族従業者数の合計（臨

時雇用者(*3)は含めていない）である。

(*2)常用労働者とは、一か月を超える期間を決めて雇われている者と日々又は一か月以内の期間に

限って雇われていた者のうち、その月とその前月にそれぞれ１８日以上雇われた者で、正社員・

正職員等、パート・アルバイト等、出向・派遣受入者の合計である。

(*3)臨時雇用者とは、常用労働者以外の雇用者で、一か月以内の期間を定めて雇用されている人や

日々雇用されている者をいい、１２月給与の帳簿締め切り日現在の在籍者数である。

（３）製造品出荷額等

平成２０年中における製造品出荷額、製造工程から出たくず及び廃物の出荷額、加工賃収入額、

その他の収入額（修理料収入等）の合計であり、内国消費税(*4)を含めたものである。

(*4)内国消費税とは消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税等の合計である。

（４）現金給与総額

平成２０年中に常用労働者に対して決まって支給された給与（基本給、諸手当等）及び特別に支

払われた給与（期末賞与等）の額と、その他の給与額（常用労働者の退職金又は解雇予告手当、臨

時・日雇いの者に対する諸給与、出向・派遣受入者にかかる支払額、出向させている者に対する負

担額など）の合計である。

（５）１人当たり現金給与

次の算式により計算した額

（従業者３０人以上）常用労働者給与÷常用労働者数

（従業者２９人以下）現金給与総額÷（従業者数－個人事業主及び無給家族従業者数）

（６）原材料使用額等

平成２０年中における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費（外注加工費）、

製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額の合計であり消費税を含む。

（７）生産額

次の算式により計算した額

生産額＝製造品出荷額等＋加工賃収入額＋（製造品年末在庫額－製造品年初在庫額）

＋（半製品及び仕掛品年末在庫額－半製品及び仕掛品年初在庫額）

ただし、従業者２９人以下の事業所では在庫に関する事項は調査していないので、在庫額は算入し

ていない。
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（８）有形固定資産投資総額（従業者３０人以上）

次の算式により計算した額

有形固定資産投資総額＝資産の取得額＋（建設仮勘定の増－建設仮勘定の減）

２ 統計表中の記号

「－（ハイフン）」・・・該当数値なし。

「 0.0 」・・・四捨五入のため単位未満

「 ▲ 」・・・マイナス

「 Ｘ 」・・・該当事業所の数が１又は２の場合、申告者の秘密保護のために秘匿した箇所。

なお､１又は２の事業所に関する数字がその前後等の関係から判明する場合は、

該当事業所の数が３以上でも必要箇所は「Ｘ」で表示している。

３ 産業分類

（１）日本標準産業分類の改定に伴い変更された。主な、改定内容は以下のとおりである。

（２）「調査結果の概要」の本文及び統計表における産業中分類の名称については、略称を用いており、

正式名称は次のとおりである。
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４ 集計区分の説明

（１）規模層区分

小規模層 ４人～ ２９人

中規模層 ３０人～２９９人

大規模層 ３００人以上

（２）地区別区分

東部地区 別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村

中部地区 大分市、臼杵市、津久見市、由布市

南部地区 佐伯市

豊肥地区 竹田市、豊後大野市

西部地区 日田市、九重町、玖珠町

北部地区 中津市、豊後高田市、宇佐市

５ その他

（１）単位未満の数字は四捨五入することを原則としたので、総数と内訳とが一致しない場合がある。

（２）表中の増減率や構成比については、原数値から算出しているので、当該表中の数値により算出し

た値とは一致しない場合がある。

（３）構成比については小数点第１位までの表示であるため、内訳の合計が１００．０％になるとは限

らない。

また、図中では四捨五入により整数として表示している。

（４）この速報値は、後日、経済産業省が公表する「工業統計表」及び本県が公表する確報の数値とは

相違することがある。

（５）平成１９年調査から、製造業の実態を的確に捉えるため、製造以外の活動もとらえる調査内容に

変更された（製造品出荷額等に「その他収入額」、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、

「転売した商品の仕入額」をそれぞれ項目追加）。このため「製造品出荷額等」および「付加価値

額」は前年の数値と連続しない。

（６）日本標準産業分類の改定（平成１９年１１月）が行われたため、前年との比較は１９年の旧分類

を新分類に置き換えて行っている。

７ 内容についての問い合わせ先

この速報についての問い合わせは、下記にご連絡ください。

〒 870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号

大分県企画振興部統計調査課経済統計班（097-536-1111 内線2449）

ホームページでも結果を公表しております。こちらもご利用ください。

http://www.pref.oita.jp/10800


